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◇１１月の予定◇ 
日 曜日 予 定 

時

数 
1 金 委員会活動⑦  

2 土   

3 日   

4 月 振替休日  

5 火 諸費引落日  

6 水   

7 木 代表委員  

8 金 就学時健診  

9 土   

10 日   

11 月 朝会  

12 火 防犯訓練  

13 水   

14 木   

15 金 クラブ活動⑦  

16 土   

17 日   

18 月   

19 火   

20 水   

21 木 水墨画体験  

22 金   

23 土 あおぞらまつり  

24 日   

25 月 振替休日  

26 火   

27 水 オーケストラ鑑賞  

28 木   

29 金 
美しい日本語の話し方教室 

コオーディネーション運動 
 

30 土   

生活目標 みんなちがってみんないい 
～自分も友達も気持ちよく～ 

◇主な学習予定◇ 音楽 
詩と音楽の関わりを

味わおう 

国語 
カンジー博士の暗号解読 

やなせたかし―アンパンマンの

勇気 他 
図工 

水墨画 

ほり進めてほり重ねて 

社会 日本の工業生産と貿易・運輸 総合 お米プロジェクト 

算数 わり算と分数 割合 外国語 At a restaurant. 

理科 
流れる水のはたらき 

ふりこのきまり 
道徳 

伝統と文化の尊重、 

国や郷土を愛する態度 

真理の追求 他 

体育 
バスケットボール 

跳び箱運動 
家庭科 食べて元気！ご飯とみそ汁 

１１月の徴収金 
合計金額 2,３１０円＋芸術鑑賞教室代 

※引落日は、５日（火）です。 

＜内訳＞ 

・国語テスト下・・・・・・・・・・・・・４８０円 

・算数テスト下・・・・・・・・・・・・・４３０円 

・社会テスト下・・・・・・・・・・・・・４１０円 

・理科テスト下・・・・・・・・・・・・・４１０円 

・オーケストラ鑑賞教室交通費・・・・・・１００円 

・オーケストラ鑑賞教室鑑賞費・・・・・・５５０円 

             ―ここまでで２３１０円― 

・芸術鑑賞教室鑑賞費（PTA 加入者）・・・４８０円 

         （PTA 非加入者）・・・８８０円 

※芸術鑑賞費は PTA 予算から児童１名につき４００円の補

助をいただいています。PTA に入っていないご家庭は、

児童１名につき８８０円を徴収させて頂きます。なお、当

日欠席した場合は、鑑賞費は徴収しません。 

〇印の数字は 

特別時程の 

授業時数です 

★家庭学習について★ 
後期も、これまでと同様に、漢字ノー

ト、算数プリント、学習進度に応じた音
読を宿題として出しています。学習が進
むにつれて、さらに学習内容が難しくな
ってきています。基礎・基本の定着を目
指して宿題を出しています。さらに、自
分で課題を見つけたり、興味関心をもっ
たことに取り組んだりすることも大切で
す。ご家庭でも声かけ等のご協力をお願
いします。 

●○●芸術の秋！●○● 
★２１日（木）水墨画体験 

図画工作や書写の授業の一環として、水墨画の先生を
お招きして、水墨画体験を行います。 

 

★２７日（水）オーケストラ鑑賞 
  音楽の授業の一環として、テアトロ・ジーリオ・ショ

ウワにて、東京交響楽団の演奏をききに行きます。給食
後に、会場へ向かいます。詳しくは、後日配付するしお
りをご覧ください。 

 

★２９日（金）美しい日本語の話し方教室 
国語の「話す」学習と音楽の学習の一環として、劇団

四季の俳優の方々をお招きします。発声の仕方や、気持
ちを込めて言葉を届ける方法について学びます。 


